
  

 

〇経済産業省令第四十二号 

 鉱山保安法（昭和二十四年法律第七十号）第十一条第一項及び第十二条の規定に基づき、鉱業上使用する工

作物等の技術基準を定める省令の一部を改正する省令を定める。 

  令和四年四月十三日      経済産業大臣 萩生田光一 

   鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令の一部を改正する省令 

 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令（平成十六年経済産業省令第九十七号）の一部を次のよう

に改正する。 

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の

傍線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

（高圧ガス製造施設） 

第二十五条 高圧ガス製造施設の技術基準は、第三条

及び第四条に定めるもののほか、この条の定める

ところによる。 

２ ［略］ 

３ 塔（高圧ガス設備（貯槽を除く。）であって、当

該設備の最高位の正接線から最低位の正接線まで

の長さが五メートル以上のものをいう。以下この

項において同じ。）、凝縮器（縦置円筒形で胴部の

長さが五メートル以上のものに限る。以下この項

において同じ。）、貯槽（貯蔵能力が三百立方メー

トル又は三トン以上のものに限る。以下この項に

おいて同じ。）、受液器（内容積が五千リットル以

上のものに限る。以下この項において同じ。）及び

配管（冷媒設備に係る地盤面上の配管（外径四十

五ミリメートル以上のものに限る。）であって、内

容積が三立方メートル以上のもの若しくは凝縮器

及び受液器に接続されているもの又は高圧ガス設

備に係る地盤面上の配管(外径四十五ミリメート

ル以上のものに限る。）であって、地震防災遮断弁

(地震時及び地震後の地震災害の発生並びに拡大

を防止するための遮断機能を有する弁をいう。以

下この項において同じ。）で区切られた間の内容積

が三立方メートル以上のもの若しくは塔槽類（塔

及び貯槽をいう。）から地震防災遮断弁までの間の

ものをいう。)並びにこれらの支持構造物及び基礎

（以下「耐震設計構造物」という。）は、必要な耐

震に関する性能を有していることとする。 

４～６ ［略］ 

（高圧ガス製造施設） 

第二十五条 高圧ガス製造施設の技術基準は、第三条

及び第四条に定めるもののほか、この条の定める

ところによる。 

２ ［略］ 

３ 塔（反応、分離、精製、蒸留等を行う高圧ガス設

備（貯槽を除く。）であって、当該設備の最高位の

正接線から最低位の正接線までの長さが五メート

ル以上のものをいう。）、凝縮器（縦置円筒形で胴

部の長さが五メートル以上のものに限る。）、貯槽

（貯蔵能力が三百立方メートル又は三トン以上の

ものに限る。）、受液器（内容積が五千リットル以

上のものに限る。）及び配管（経済産業大臣が定め

るものに限る。）並びにこれらの支持構造物及び基

礎（以下「耐震設計構造物」という。）は、耐震設

計構造物の設計のための地震動（以下「設計地震

動」という。）、設計地震動による耐震設計構造物

の耐震上重要な部分に生ずる応力等の計算方法、

耐震設計構造物の部材の耐震設計用許容応力その

他の経済産業大臣が定める耐震設計の基準によ

り、地震の影響に対して安全な構造とするものと

する。 

 

 

 

 

 

 

４～６ ［略］ 

備考 表中の［ ］は注記である。 

  附 則 

（施行期日） 

第一条 この省令は、令和四年八月一日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 この省令の施行の際現に設置され、若しくは設置若しくは変更のための工事に着手している耐震設計構

造物又はこれらの耐震設計構造物についてこの省令の施行後に耐震上軽微な変更の工事が行われる場合の当

該耐震設計構造物のこの省令の規定の適用については、なお従前の例によることができる。 

資料 １０①  


